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【 請 求 項 １ 】
　 光 デ ィ ス ク の 欠 陥 セ ク タ の 交 替 処 理 を 行 う 欠 陥 管 理 方 法 で あ っ て 、 デ ィ ス ク を 初 期 化 し
た 後 ユ ー ザ デ ー タ を 記 録 す る 時 、 記 録 開 始 に 先 立 ち 、 ま た は 、 記 録 開 始 と 同 時 に 該 記 録 セ
ク タ の 欠 陥 の 有 無 を 判 定 す る 欠 陥 判 定 基 準 を

　
選 択 し て 設 定 す る 光 デ ィ ス ク の 欠 陥 管 理 方 法 。

【 請 求 項 ２ 】
　 少 な く と も ２ 通 り の 前 記 欠 陥 判 定 基 準 を 持 ち 、 第 １ の 欠 陥 判 定 基 準 は 第 ２ の 欠 陥 判 定 基
準 よ り 厳 し い も の と し 、 記 録 に 要 す る 時 間 に 対 す る 制 約 が 相 対 的 に 緩 い デ ー タ を 記 録 す る
と き は 第 １ の 欠 陥 判 定 基 準 を 適 用 し 、 記 録 に 要 す る 時 間 に 対 す る 制 約 が 相 対 的 に 厳 し い デ
ー タ を 記 録 す る と き は 第 ２ の 欠 陥 判 定 基 準 を 適 用 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 記 載 の 光 デ ィ ス ク の 欠 陥 管 理 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 各 記 録 単 位 の 記 録 に 適 用 し た 欠 陥 判 定 基 準 を 、 制 御 情 報 と し て 該 記 録 単 位 と と も に 光 デ
ィ ス ク 上 に 記 録 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 光 デ ィ ス ク の 欠 陥 管 理 方
法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 光 デ ィ ス ク に 記 録 を 行 う 手 段 と 、 光 デ ィ ス ク の 欠 陥 セ ク タ を 判 定 す る 手 段 と 、 欠 陥 セ ク
タ の 交 替 処 理 を 行 う 手 段 と を 有 し 、 該 欠 陥 セ ク タ を 判 定 す る 手 段 に は 、 欠 陥 判 定 の 基 準 を
設 定 し て 保 持 す る 手 段 と 、 該 設 定 し た 欠 陥 判 定 基 準 に 従 っ て 欠 陥 を 検 出 す る 手 段 と を 備 え

選 択 し て 設 定 す る た め の 制 御 情 報 を 、 記 録 さ
れ る べ き デ ー タ を 処 理 す る 手 段 か ら デ ー タ を 記 録 す る 手 段 に 出 力 し 、

該 デ ー タ を 記 録 す る 手 段 が 、 前 記 制 御 情 報 に 応 じ て 、 複 数 設 け る 欠 陥 判 定 基 準 か ら 一 の
欠 陥 判 定 基 準 を こ と を 含 む



、 デ ィ ス ク を 初 期 化 し た 後 ユ ー ザ デ ー タ を 記 録 す る 時 、 記 録 開 始 に 先 立 ち 、 ま た は 、 記 録
開 始 と 同 時 に 、 前 記 欠 陥 判 定 の 基 準 を 設 定 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク 装
置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 光 デ ィ ス ク に 記 録 を 行 う 手 段 と 、 光 デ ィ ス ク の 欠 陥 セ ク タ を 判 定 す る 手 段 と 、 欠 陥 セ ク
タ の 交 替 処 理 を 行 う 手 段 と を 有 し 、 該 欠 陥 セ ク タ を 判 定 す る 手 段 に は 、 欠 陥 判 定 の 基 準 を
保 持 す る 複 数 の 欠 陥 判 定 基 準 保 持 手 段 と 、 該 複 数 の 欠 陥 判 定 基 準 か ら １ つ を 設 定 す る 欠 陥
判 定 基 準 選 択 手 段 と 、 該 設 定 し た 欠 陥 判 定 基 準 に 従 っ て 欠 陥 を 検 出 す る 手 段 と を 備 え 、 デ
ィ ス ク を 初 期 化 し た 後 ユ ー ザ デ ー タ を 記 録 す る 時 、 記 録 開 始 に 先 立 ち 、 ま た は 、 記 録 開 始
と 同 時 に 、 前 記 欠 陥 判 定 基 準 選 択 手 段 を 設 定 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク
装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 少 な く と も ２ つ の 前 記 欠 陥 判 定 基 準 保 持 手 段 を 有 し 、 第 １ の 欠 陥 判 定 基 準 保 持 手 段 の 保
持 す る 基 準 は 第 ２ の 欠 陥 判 定 基 準 保 持 手 段 の 保 持 す る 基 準 よ り 厳 し い 基 準 を 保 持 し 、 欠 陥
判 定 基 準 選 択 手 段 に お い て 、 記 録 に 要 す る 時 間 に 対 す る 制 約 が 相 対 的 に 緩 い デ ー タ を 記 録
す る と き は 第 １ の 欠 陥 判 定 基 準 保 持 手 段 の 保 持 す る 基 準 を 選 択 し 、 記 録 に 要 す る 時 間 に 対
す る 制 約 が 相 対 的 に 厳 し い デ ー タ を 記 録 す る と き は 第 ２ の 欠 陥 判 定 基 準 保 持 手 段 の 保 持 す
る 基 準 を 選 択 し て 設 定 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 光 デ ィ ス ク 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 欠 陥 判 定 基 準 選 択 手 段 に お い て 、 装 置 外 部 の 手 段 よ り 入 力 さ れ る 制 御 信 号 に よ り 前
記 欠 陥 判 定 の 基 準 を 設 定 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ま た は 記 載 の 光 デ ィ
ス ク 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 光 デ ィ ス ク に 記 録 を 行 う 手 段 に お い て 、 各 記 録 単 位 の 記 録 に あ た り 、 前 記 欠 陥 判 定
基 準 選 択 手 段 に お い て 設 定 し た 基 準 に 関 す る 情 報 を 、 制 御 情 報 と し て 該 記 録 単 位 と と も に
光 デ ィ ス ク 上 に 記 録 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ま た は 記 載 の 光 デ ィ ス ク
装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 欠 陥 セ ク タ の 交 替 処 理 が 適 用 さ れ る 光 デ ィ ス ク で あ っ て 、 複 数 の 欠 陥 判 定 基 準 の 中 か ら
、 各 記 録 単 位 の 記 録 に 適 用 し た 欠 陥 判 定 基 準 に 関 す る 情 報 を 、 制 御 情 報 と し て 記 録 す る 領
域 を 各 記 録 単 位 に 関 連 し て 設 け た こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 欠 陥 セ ク タ の 交 替 処 理 が 適 用 さ れ る 光 デ ィ ス ク で あ っ て 、 複 数 の 欠 陥 判 定 基 準 の 中 か ら
、 そ の デ ィ ス ク に 対 し て 適 用 さ れ る 欠 陥 判 定 基 準 に 関 す る 情 報 を 、 制 御 情 報 と し て 記 録 す
る 領 域 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク 。
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